
福島県農林水産部用地調査等委託業務事務処理要領 新旧対照表 

 
 

新 旧 

用地調査等業務共通仕様書 

 

 令和７年７月 

 （略） 

 第１条～第2条 （略） 

 （用語の定義） 

第3条 （略） 

 (8) 「業務従事者」とは、主任技術者の下で用地調査等業務に従事させる者

で、受注者が定めた者をいう。 

 （略） 

 (29) 「情報共有システム」とは、上さ職員及び受注者の間の情報を電子的に

交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 

 (30)  ～ （49） 

 （略） 

 (55) 「仮住居要領」とは、中央用対が定める仮住居棟に要する費用に関する

調査算定要領（案）をいう。 

この場合において、仮住居要領第１条中「基準細則」とあるのは「運用方

針」と読み替えるものとする。 

(56) 「家賃減収要領」とは、中央用対が定める家賃減収補償調査算定要領

（案）をいう。 

この場合において、家賃減収要領第１条中「基準細則第17-2」とあるのは

「運用方針第19」と読み替えるものとする。 

(57) 「借家人要領」とは、中央用対が定める借家人補償調査算定要領（案）

をいう。 

この場合において、借家人要領第１条中「基準細則」とあるのは「運用方

針」と読み替えるものとする。 

 

用地調査等業務共通仕様書 

 

 令和６年７月 

 （略） 

 第１条～第2条 （略） 

 （用語の定義） 

 第3条 （略） 

 (8) 「業務従事者」とは、管理技術者の下で用地調査等業務に従事させる者

で、受注者が定めた者をいう。 

 （略） 

（新設） 

 

（29） ～ （48） 

（略） 

（新設） 
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 (58) 「移転雑費要領」とは、中央用対が定める移転雑費算定要領（案）とい

う。 

この場合において、移転雑費要領第１条中「基準細則第21」とあるのは

「運用方針第22」と読み替えるものとする。 

 

 第4条～第12条 （略） 

 （提出物書類） 

 第13条 （略） 

 ４ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100 万円以上の業務につ

いて、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に

業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督

員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約後速やかに、登録

内容の変更時は変更があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やかに、訂

正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者

は、業務計画書に示した技術者とする。（担当技術者の登録は８名までとする）。 

  また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000 万円を超える競争入札に

より調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落

札した場合、テクリスに業務実績情報を登録  する際は、「低価格入札である」

にチェックをした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認

を受けること。 

  また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員に送信さ

れる。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を

除き15日間に満たない場合は、変更時の登録申請江尾省略できるものとする。 

また、本業務の完了後において、訂正または削除する場合においても、同様に、

テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上、登録機

関に申請しなければならない。 

 

（新規） 

 

 

 

 

 第4条～第12条 （略） 

 （提出物書類） 

 第13条 （略） 

４ 受注者は、監督員と受注者の間の情報を電子的に交換・共有することによ

り、業務の効率化を図らなければならない。 
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 （打合せ等） 

 第 14 条 （略） 

 ４ 打合せ（対面）の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。 

 ５ ～ ７ 

 第14条の２ （略） 

 （業務計画書） 

 第15条 （略） 

 ２ （略） 

 （4）業務組織計画 

 （略） 

第16条 ～ 第19条 （略） 

（成果品の提出） 

第20条 （略） 

３ 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（SI）とする。 

４ 原則として全ての調査業務に対して電子納品の対象とする。電子納品とは、

「調査、設計などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」

をいう。ここでいう電子成果品とは、「福島県電子納品ガイドライン【業務委

託編】」に示されたファイルフォーマット等に基づいて作成されたものを指

す。 

なお、「委託ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議の

うえ決定するものとする。 

５ 原則、紙媒体と電子媒体の両方による納品は行わないものとし、電子納品対

象項目、成果品納品、検査方法等について、監督員との電子納品に関する事前

協議（以下、「事前協議」という。）により決定するものとする。 

 

（打合せ等） 

 第 14 条 （略） 

 （新設） 

 ４ ～ ６ 

第14条の２ （略） 

 （業務計画書） 

 第15条 （略） 

 ２ （略） 

 （4）調査組織計画 

 （略） 

第16条 ～ 第19条 （略） 

（成果品の提出） 

第20条 （略） 

３ 受注者は、「電子納品運用ガイドライン【業務委託編】（平成３１年

４月 福島県土木部）及び同一農林水産土木業務委託補足編―」（以下、

「委託ガイドライン」という。）に基づいて作成した電子データ及びこ

れを出力した紙により成果品を提出するものとする。「委託ガイドライ

ン」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するも

のとする。 

（新設） 
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 ６ 成果品の提出は、「福島県電子納品運用ガイドライン【業務委託

編】」に基づき、事前協議により決定する。 

なお、「福島県電子納品運用ガイドライン【業務委託編】」で特に記

載がない場合あるいは電子データ化が困難な場合については、監督員

と協議のうえ電子データ化の是非を決定する。 

７ 成果品の提出の際には、目視及び電子納品チェックシステム等によ

り「福島県電子納品運用ガイドライン【業務委託編】」に適合している

こと、CAD ソフト付属のチェック機能等により CAD 製図基準に適合し

ていることのチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイ

ルス対策を実施したうえで提出すること。 

８ 受注者は、機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験

結果一覧表の成果について、発注者に提出するとともに、「一般財団法

人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データ

ベース」に登録しなければならない。地盤情報の公開・利用の可否に

ついては、受発注者間における事前協議により決定し、受注者成果物

データにおいても「公開可否」を記入した上で、検定の申込を行うこ

ととする。 

また、受注者は、電子納品の際に、一般財団法人国土地盤情報セン

ターから受領した検定証明書（PDF ファイル）を福島県電子納品ガイド

ライン【業務委託編】に規定されている格納フォルダ BORING/OTHERS

に格納することをもって、提出する成果が検定済みであることを報告

することとする。 

 第 21 条 ～ 第 25 条 （略） 

 （履行期間の変更） 

 第 26 条 （略） 

 ４ 契約書に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、

受注者は速やかに作業工程表を修正し提出しなければならない。 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21 条 ～ 第 25 条 （略） 

 （履行期間の変更） 

 第 26 条 （略） 

 （新設） 
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第 27条 ～ 第 32 条 （略） 

（守秘義務） 

第 33 条 （略） 

３ 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得

た情報を第 15条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外

には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならな

い。 

４ 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知

りえた情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならな

い。 

５ 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管

理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこ

と。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 

６ 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書

面、電子媒体）について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確

実に行うこと。 

７ 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部

への漏洩若しくは若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある

場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

第 34 条 ～ 第 35 条 （略） 

（履行報告） 

第 36 条 （略） 

２ 受注者は、監督員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は

報告を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち会わせるもの

とする。 

 第 27 条 ～ 第 32 条 （略） 

（守秘義務） 

第 33 条 （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 34 条 ～ 第 35 条 （略） 

（履行報告） 

第 36 条 （略） 

 （新設） 
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 第 37 条 （略） 

 （低価格入札業務の履行状況調査） 

第 37 条の２ 低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公

表）を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に

協力しなければならない。 

     受注者は、低入札価格調査で受注者が説明した内容の履行状況を確

認するために発注者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に

応じるものとする。 

 第 38 条 ～ 第 42 条 （略） 

 （業務情報共有化（業務情報共有システム（ASP）） 

第 42 条の２ 受注者は、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交

換・共有することにより、業務の効率化を図らなければならない。 

また、情報を交換・共有するにあたっては、原則、業務情報共有

システム（ASP）を活用することとし、最新版の「福島県における情

報共有システムの活用ガイドライン」に基づくこととする。 

なお、業務で使用する情報共有システムは、最新版の「業務履行

中における受発注者間の情報共有システム機能要件」を満たすもの

とし、システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとす

る。 

 第 43 条 ～ 第 52 条 （略） 

 第 53 条 建物の登記記録の調査は、第 51条で作成した地図から調査区

域内に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うも

のとする。 

 （略） 

 第 54 条 ～ 第 81 条 （略） 

第 37 条 （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

第 38 条 ～ 第 42 条 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 43 条 ～ 第 52 条 （略） 

第 53 条 建物の登記記録の調査は、第 50条で作成した地図から調査区域

内に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うもの

とする。 

（略） 

第 54 条 ～ 第 81 条 （略） 
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 （木造建物） 

第82条 木造建物［Ⅰ］の調査は、軸組工法により建設されている木造

建設にあっては、建物要領別添一の一木造建物調査積算要領〔軸組工

法〕（以下「木造建物要領〔軸組工法〕」という。）により行うもの

とし、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により建設されて

いる木造建物にあっては、建物要領別添一の二木造建物調査積算要領

〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕（以下「木造建物要

領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕」という。）によ

り行うものとする。 

２ 木造建物［Ⅱ］及び木造建物［Ⅲ］の調査は、木造建物要領〔軸組

工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工

法〕のいずれかを準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算

が可能となるよう行うものとする。 

 （略） 

 （木造特殊建物） 

第83条 木造特殊建物の調査は、木造建物要領〔軸組工法〕を準用して

行うほか、当該建物の推定再建設費の積算が可能となるよう行う。 

２ 前項の実施に当たっては、取扱要領第７条の各項目別補正率表に掲

げる補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとす

る。 

 第84条 ～ 第91条 （略） 

 （建物等の配置図の作成） 

 第92条 （略） 

 （7） （略） 

  ⑥ 構造概要・建築工法 

 （略） 

 （木造建物） 

第82条 木造建物［Ⅰ］の調査は、建物要領別添一の一木造建物調査積

算要領（以下「木造建物要領という。）により行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

２ 木造建物［Ⅱ］及び木造建物［Ⅲ］の調査は、木造建物要領を準用

して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行う

ものとする。 

  

（略） 

 （木造特殊建物） 

第83条 木造特殊建物の調査は、前条第２項及び第３項を準用するもの

とする。 

（新設） 

 

 

 第84条 ～ 第91条 （略） 

 （建物等の配置図の作成） 

 第92条 （略） 

 （7） （略） 

  ⑥ 構造概要・建築工法 

 （略） 
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 （木造建物） 

 第94条 （略） 

 ２ 木造建物［Ⅰ］の図面及び調査書は、木造建物要領〔軸組工法〕又

は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のい

ずれかにより作成するものとする。 

３ 木造建物［Ⅱ］及び木造建物［Ⅲ］の図面及び調査書は、木造建物

要領〔軸組工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系

プレハブ工法〕のいずれかを準用して作成するほか、次の各号の図面

を作成するものとする。 

 （略） 

 （木造特殊建物） 

 第95条 （略） 

 ２ 図面は、木造建物要領〔軸組工法〕を準用して作成するほか、次の

各号の図面を作成するものとする。 

 （略） 

 ３ 調査書は、木造建物要領〔軸組工法〕に準じ、次の各号により作成

するものとする。 

 （略） 

 第96条 ～ 第104条 （略） 

 （法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） 

 第105条  既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限

の改善費用に係る運用益損失額の算定は、第81条の調査結果から当該

建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、運用方針第

15第７項の定めるところにより行うものとする。 

 （木造建物） 

第106条  木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するとき

は、建物ごとに第94条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物

［Ⅰ］については木造建物要領〔軸組工法〕又は木造建物要領〔ツー

バイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれかにより、当該建

物の推定再建築費を積算するものとする。 

    

 （木造建物） 

 第94条 （略） 

 ２ 木造建物［Ⅰ］の図面及び調査書は、木造建物要領により作成する

ものとする。 

３ 木造建物［Ⅱ］及び木造建物［Ⅲ］の図面及び調査書は、木造建物

要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとす

る。 

 （略） 

  

 

（木造特殊建物） 

 第95条 （略） 

 ２ 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を

作成するものとする。 

 （略） 

 ３ 調査書は、木造建物要領に準じ、次の各号により作成するものとす

る。 

 （略） 

 第 96 条 ～ 第 104 条 （略） 

 （法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） 

 第 105 条  既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低

限の改善費用に係る運用益損失額の算定は、第 93条の調査結果から当

該建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、運用方針

第 15第３項の定めるところにより行うものとする。 

 （木造建物） 

第106条  木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するとき

は、建物ごとに第94条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物

［Ⅰ］については木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積

算するものとする。 
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   なお、木造建物［Ⅱ］及び木造建物［Ⅲ］の推定再建築費の積算に

当たっては、木造建物要領〔軸組工法〕第２条第３項又は木造建物要

領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕第２条第３項のい

ずれかに定めるところによるものとする。 

 （略） 
 （木造特殊建物） 
第107条  木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、

建物ごとに第95条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。 

   なお、その積算に当たっては、木造建物要領〔軸組工法〕第２条第３項に定

めるところによるものとする。 

 （略） 

第108条 ～ 第117条 （略） 

（居住者等に関する調査） 

第118条 （略） 

３ 前２項の調査は、住民票、賃貸借契約書等の確認のほか、仮住居要

領、家賃減収要領又は借家人要領により行うものとする。 

第119条 （略） 

（調査書の作成） 

第120条 （略） 

２ 居住者等に関する調査書は、第118条の調査結果を基に居住者調査表

（様式7-5-1、7-5-2）により作成することとし、建物を借家・借間して

いる者がいる場合においては、家賃減収要領により作成するものとす

る。 

（略） 

   なお、木造建物［Ⅱ］及び木造建物［Ⅲ］の推定再建築費の積算に

当たっては、木造建物要領第２条第３項又に定めるところによるもの

とする。 

 （略） 

 

（木造特殊建物） 
第107条  木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、

建物ごとに第95条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。 

   なお、その積算に当たっては、木造建物要領第２条第３項に定めるところに

よるものとする。 

（略） 

第108条 ～ 第117条 （略） 

（居住者等に関する調査） 

第118条 （略） 

３ 前２項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。 

 

第119条 （略） 

（調査書の作成） 

第120条 （略） 

２ 居住者等に関する調査書は、第118条の調査結果を基に居住者調査表

（様式7-5-1、7-5-2）に所定の事項を記載することにより作成するもの

とする。 

（略） 
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 （補償額の算定） 

 第121条 （略） 

 ２ 仮住居等に要する費用、家賃減収補償及び借家人補償の算定は、前条第２項

で作成した資料等を基に仮住居要領、家賃減収要領及び借家人要領により行う

ものとする。 

３ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行う

ものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなけれ

ば移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積書を徴す

るものとする。営業に関する補償額の算定は、監督員から営業補償の方法につ

き指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該請負契約の対

象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得た上で、行うものとす

る。 

４ 移転雑費の算定は、移転雑費要領により行うものとする。 

 第 122 条 ～ 第 133 条 （略）  

 （補償概算額の算定） 

 第 134 条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算

定は、第 130 条から前条まで作成した調査書及び図面を基に行うもの

とする。 

 第 135 条 ～ 第 136 条 （略） 

 （敷地使用実態の調査） 

 第 137 条 （略） 

  (5) （略） 

  ② 第 125 条第６号の製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ

（図式化したもの） 

 （略） 

 （補償額の算定） 

 第121条 （略） 

 （新設） 

 

 

２ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行う

ものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなけれ

ば移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積書を徴す

るものとする。営業に関する補償額の算定は、監督職員から営業補償の方法に

つき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該請負契約の

対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得た上で、行うものと

する。 

（新設） 

 第 122 条 ～ 第 133 条 （略） 

 （補償概算額の算定） 

 第 134 条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算

定は、第 130 条から第 133 条まで作成した調査書及び図面を基に行う

ものとする。 

 第 135 条 ～ 第 136 条 （略） 

 （敷地使用実態の調査） 

 第 137 条 （略） 

  (5) （略） 

  ② 第 124 条第６号の製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ

（図式化したもの） 

 （略） 
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 第 138 条 ～ 第 151 条 （略） 

 （権利者等に対する説明） 

第 152 条 権利者等に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

  (1) 権利者等との面接は、２名以上の者を一組として行うこと。ただし、

やむを得ず面接以外の方法による場合は、あらかじめ監督員にその方

法等について確認すること。 

 （略） 

 第 153 条 ～ 第 156 条 （略） 

 （水準測量） 

 第 157 条 （略） 

 ２ 前項により難い場合は、監督員の指示により必要な調査を行うものと

する。 

 第 158 条 ～ 第 161 条 （略） 

 （説明資料の作成等） 

第 162 条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏

査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、監督員の指示により、次の各

号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内

容等について監督員と協議するものとする。 

 （略） 

 （権利者に対する説明） 

第 163 条 権利者に対する説明は、監督員の指示により、次の各号に掲げ

る業務を行うものとする。 

  (1) 権利者との面接は、２名以上の者を一組として行うこと。ただし、や

むを得ず面接以外の方法による場合は、あらかじめ監督員にその方法等

について確認すること。 

 （略） 

 第 138 条 ～ 第 151 条 （略） 

 （権利者等に対する説明） 

第 152 条 権利者等に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

  (1) 権利者等との面接は、２名以上の者を一組として行うこと。ただし、

やむを得ず面接以外の方法による場合は、あらかじめ監督職員にその

方法等について確認すること。 

 （略） 

 第 153 条 ～ 第 156 条 （略） 

 （水準測量） 

 第 157 条 （略） 

 ２ 前項により難い場合は、監督員の指示により必要な調査を行うものと

する。 

第 158 条 ～ 第 161 条 （略） 

 （説明資料の作成等） 

第 162 条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏

査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、監督職員の指示により、次の

各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その

内容等について監督員と協議するものとする。 

 （略） 

（権利者に対する説明） 

第 163 条 権利者に対する説明は、監督職員の指示により、次の各号に掲

げる業務を行うものとする。 

  (1) 権利者との面接は、２名以上の者を一組として行うこと。ただし、や

むを得ず面接以外の方法による場合は、あらかじめ監督職員にその方法

等について確認すること。 

 （略） 
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 第 164 条 ～ 第 193 条 （略） 

 （登記及び権利に関する調査） 

第 194 条 登記所備付け地図の転写は第 51 条を、土地の登記記録の調査

は第 52条を、権利者の確認調査は第 54条をそれぞれ準用するものと

し、当該地周辺の登記及び権利関係の阻害要因を調査するものとす

る。 

 第 195 条 ～ 第 196 条 （略） 

 （阻害要因の調査分析及び取りまとめ） 

第 197 条 第 192 条から前条までの調査における阻害要因を分析の上、阻

害要因等特定調査票（様式 22-1、22-2）に取りまとめ、施設別及び次

に掲げる類型別に整理するものとする。 

（略） 

第 198 条 （略） 

（用地補償処理計画（案）の作成） 

第 199 場 事業計画、工事実施計画及び前条において取りまとめた阻害要

因等特定調査票を基に、施設別に用地補償処理の期間等を表記した用

地補償処理計画（案）を作成するものとする。 

２ 用地補償処理計画（案）は、用地補償処理計画（案）記載例（様式第

２３号）を参考に作成するものとする。 

（写真台帳の作成） 

第 200 条 （略） 

第 164 条 ～ 第 193 条 （略） 

（登記及び権利に関する調査） 

第 194 条 登記所備付け地図の転写は第 52 条を、土地の登記記録の調査

は第 53条を、権利者の確認調査は第 55条をそれぞれ準用するものと

し、当該地周辺の登記及び権利関係の阻害要因を調査するものとす

る。 

第 195 条 ～ 第 196 条 （略） 

 （阻害要因の調査分析及び取りまとめ） 

第 197 条 第 191 条から第 195 条までの調査における阻害要因を分析の

上、阻害要因等特定調査票（様式 22-1、22-2）に取りまとめ、施設別

及び次に掲げる類型別に整理するものとする。 

（略） 

第 198 条 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（写真台帳の作成） 

第 199 条 （略） 
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用地調査等業務共通仕様書の様式一覧 

 

 

 

用地調査等業務共通仕様書の様式一覧 
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4 4-1 土地境界確認書 63条

4 4-2 境界測量精度管理表 73条

4 4-3 土地調書 74条

4 4-4 土地調査表 74条

5 5-1 地積測量図（案） 76条

5 5-2 土地所在図（案） 76条

5 5-3 土地調査書 76条

6 6-1 【欠番】

6 6-2 【欠番】

6 6-3 【欠番】

6 6-4 【欠番】

6 6-5 立毛調査表 102条

6 6-6-1 計画概要表（検討資料） 109条、133条、139条

6 6-6-2 計画概要表 109条、133条、139条

6 6-7 面積比較表 109条、133条、139条

6 6-8 計画概要比較表 133条、139条

7 7-1 【欠番】

7 7-2 【欠番】

7 7-3 【欠番】

7 7-4 【欠番】

7 7-5-1 居住者等調査表（自家・家主） 120条

7 7-5-2 居住者等調査表（借家・借間） 120条

7 7-6 【欠番】

8 8-1 消費税等調査表 124条

9 9-1 企業概要書 130条、138条

10 10-1 移転工法（計画）案検討概要書 133条、139条

10 10-2 移転工法（計画）案の比較表 133条、139条

13 13-1 補償説明記録簿 153条、164条

16 16-1 騒音測定結果一覧表 167条

16 16-2 振動測定結果一覧表 167条

16 16-3 井戸調査表 167条

18 18-1 物件調書 181条

22 22-1 阻害要因等特定調査票（１） 197条

22 22-2 阻害要因等特定調査票（２） 197条

22 23 用地補償処理計画（案）記載例 199条
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  （新規） 
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「別記Ⅰ」建物等区分表  
 

 

 
「別記Ⅰ」建物等区分表  
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価格積算基準  

 

 
価格積算基準  
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調査及び作業の種類 
 

調査及び作業の種類 
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標準歩掛 
 

標準歩掛 
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（新設） 
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